
備南水道企業団 最低制限価格の算定式の改定について 

 

令和５年６月１９日   

 

備南水道企業団の最低制限価格の算定式について次のとおり改定します。 

 

最低制限価格の算定式の改定について 

（１）改定内容 

最低制限価格基準率の算定方法を次のとおり改定します。 

【改定後】 

（直接工事費×０．９７＋共通仮設費×０．９０＋現場管理費×０．９０＋一般管理

費×０．６８）÷ 工事価格 

【現 行】 

(直接工事費×０．９７＋共通仮設費×０．９０＋現場管理費×０．９０＋一般管理

費×０．５５)÷ 工事価格 

 （２）施行年月日 

令和５年６月１９日以降の入札公告・指名通知分から 


